
 

 

 

 

これまで長野県ではルート２審査※に対応しておりま

したが、令和８年３月 31 日をもって対応を終了するこ

ととなりました。 

 

令和８年４月１日以降、長野県に申請されるルート２

審査の対象となる建築確認申請又は計画通知については、

構造計算適合性判定の対象となります。 

 

なお、長野県内の他の特定行政庁や、指定確認検査機

関における取扱いについては、各特定行政庁や指定確認

検査機関のホームページ等で確認をお願いします。 

また、長野県は現在、構造計算適合性判定を行ってお

りません。 

 

※ルート２審査 

建築基準法第６条の３第１項ただし書第 1 号及び、第 18 条第５項ただし書第

1 号の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するか

どうかの審査 

  

 

長野県建設部建築住宅課指導審査係 

〒380-8570 住所 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

電話 026-235-7319  FAX 026-235-7479  E ﾒｰﾙ kenchiku@pref.nagano.lg.jp 

「ルート２審査」の終了について 

建築基準法第 6 条の 3 第 1 項ただし書第 1 号及び第 18 条

第５項ただし書第 1 号の規定による審査の終了について 


